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は じ め に 
 

 

千葉県は，大消費地である首都圏の中にあって，豊かな県土資源と 630 万県民，温暖な気候と

いった恵まれた環境のもと，全国屈指の農業県として園芸・畜産業など多彩でバランスのとれた

農業を展開しております。 

千葉県の農業産出額は全国的にも上位に位置しています。農地は，こうした農業生産を支える

最も基礎的な資源であり，これを良好な状態で維持・保全し，有効活用していくことが，安定し

た食料供給力を発揮する観点からも重要です。 

また，農地は，県土や自然環境の保全，良好な景観の形成など，多面的機能の観点からも県民

にとってかけがえのない財産です。 

 

しかしながら，農地開発による農地の増加は今後も見込めず，また，農地は一旦転用されると

その回復は非常な困難を伴うことから，農地の減少は今後も続くものと考えられ，さらには，    

農業従事者の高齢化，担い手や労働力不足の深刻化，耕作放棄地の増大等，農地をめぐる諸情勢

は非常に厳しい状況にあります。 

 

農地・農村振興課では，これらの状況を踏まえ，「農業振興地域制度」と「農地制度」の適正か

つ厳正な執行に努めてまいります。 

また，農地の再生利用及び農地中間管理機構を活用した担い手への農地の集積・集約化を進め

てまいります。 

 

この業務年報は，千葉県における令和２年度の農地行政の概要と推移を明らかにすることによ

り，農地制度等への理解をさらに深めていただくとともに，千葉県の農政推進のために参考にな

るように編集しました。 

関係各位のお役に立つとともに，農地行政への御理解と御支援を賜れば幸いと存じます。 

  

令和５年１０月   

                        千葉県農林水産部農地・農村振興課長 
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